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経理部財務チーム 

 

 

 

「日本財団における安定器等のＰＣＢ汚染分析、仕分け・搬入荷姿登録等業務委託」 

に係るプロポーザル募集要領 

 

 

 

１ 目  的 

  本要領は、「日本財団における安定器等のＰＣＢ汚染分析、仕分け・搬入荷姿登録等業務委

託」についての最適な事業者の選定を、価格のみによる競争によらず、企画力、技術力、実績

等の点から選定を行うプロポーザル方式で実施するにあたって、必要な事項を定めるものであ

る。 

 

２ 業務概要 

 (1) 件  名  日本財団における安定器等のＰＣＢ汚染分析、仕分け・搬入荷姿登録等業

務委託 

 (2) 履行期間  契約締結日の翌日から平成２８年１２月１５日 

 (3) 履行場所  港区赤坂１丁目２番２号 日本財団ビル 地下 4階 

 (4) 業務内容  基本仕様書（別紙１日本財団 HP掲載）による。 

 (5) 概算経費  業務委託費用に、作業終了後に日本財団が支払うＪＥＳＣＯでの処理費用(推定)

を加算した総費用とする。 

 

３ 参加資格 

  つぎの条件を満たすこと。 

(1)  平成 28、29、30年度 関東甲信越地域における競争参加資格(全省庁統一資格) 

「販売及び役務の供給等」で「D」ランク以上の資格保有者であること。 

(2)  成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者に該当しないこと。 

(3)  日本財団契約規程第 12 条（一般競争参加者の制限）に該当しない者であること。 

(4)  官庁から指名停止又は一般競争参加資格停止を受けている期間中に該当しない者 

であること 

(5)  直近の決算において、売上が１億円以上であること。 

(6)  過去３年の間に、本件と類似の工事・販売実績が１件以上あること。 

(7)  以下の国家資格を有する作業員を工事現場に専任で配置することができること。 

・特定化学物質及び四アルキル鉛作主任者 

・乙類四類危険物取扱者資格 

・非破壊試験技術者資格 
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４ 選定方法 

４－１ 日程（予定） 

(1) 募集開始日           平成 28年 10月 17日（月） 

(2) 参加申請書提出締切日        平成 28年 10月 24日（月） 午後３時 

(3) 質問締切日            平成 28年 10月 24日（月） 午後３時 

(4) 質問回答予定          平成 28年 10月 24日（月） 

(5) 提案書等提出締切日       平成 28年 10月 28日（金） 午後３時 

(6) 一次審査 結果通知発送予定   平成 28年 11月 2日（水） 

(7) 二次審査（プレゼンテーション） 平成 28年 11月 9日～10日（予定） 

(8) 二次審査 結果通知発送予定   平成 28年 11月 11日 (金) 

 

 

４－２ 見学 

  見学を希望する事業者は、必ず事前に電話で予約をすること。 

(1) 見学期間   平成 28年 10月 17日(月)～10月 21日(金)午前 9時から午後 5時 

(2) 予約申込先  経理部財務チーム  電話 03-6229-5111  担当：相澤・木月 

(3) 見学方法   当日は、日本財団ビル１階の受付窓口にて、指定の腕章をつけて見学す

ること。 

(4) 人  数   一事業者あたり３名までとする。 

 

 

４－３ 応募方法 

応募を希望するものは、参加資格申請書(様式１)、申告書(様式 2)を以下のとおり提出する

こと。期日までに提出のない事業者は、プロポーザルに参加できない。 

(1) 受付締切  平成 28年 10月 24日（月）午後３時 

(2) 受付方法  郵送、窓口受付 

(3) 受付場所  日本財団 経理部 財務チーム宛 

 (4) 提出書類     参加資格申請書(様式１)、申告書(様式 2) 日本財団 HP掲載 

 

４－４ 質問回答 

  募集に関する質問は質問票（様式 3 日本財団 HP 掲載）に内容を簡潔に記入のうえ、以下

の内容で行うこと。 

 (1) 質問締切  平成 28年 10月 24日 午後３時 

 (2) 質問方法  電話もしくはＦＡＸ ＊送信後、要電話連絡 

 (3) 担当部署  経理部 財務チーム 

電話 03-6229-5111  ＦＡＸ 03-6229-5110 

(4) 回答方法  平成 28 年 10 月 24 日までに参加申込書を提出した全事業者に

          質問者名を伏せたうえでＦＡＸにて回答する。 
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４－５ 提案書の提出 

  提案書(様式 5日本財団 HP掲載)は以下の内容で提出すること。 

(1) 提出締切   平成 28年 10月 28日（金） 午後３時 

 (2) 提出方法   下記提出場所に持参すること（郵送は不可とする）。 

 (3) 提出場所   日本財団 経理部 財務チーム 

(4) 提案書等の差し替えおよび再提出 

        受付締切後の提案書等の差し替えおよび再提出は認めない。 

 

４－６ 辞退 

  参加を辞退する場合は、以下のとおり申し出ること。 

(1) 申出期限  平成 28年 10月 28日（金） 午後３時 

(2) 提出書類  辞退届（代表者印を押印したもの、様式自由） 

(3) 提出場所  ４－３と同じ 

 

 

４－７ 一次審査 

  参加資格を満たす者について、提案書等に基づき審査を行う。合計点の高い順に５者程度を

一次審査通過とする。審査結果は平成 28年 11月 2日（水）までに書面により発送する。 

 

 

４－８ 二次審査 

一次審査を通過した者について、平成 28 年 11 月 9 日～10 日に、企画提案書等の内容およ

び提案内容についてのプレゼンテーション、質疑応答を行い、日本財団の求める水準以上の提

案を行った事業者の中から、二次審査の評価が最も高い者を受託候補者とする。 

選考時間は一事業者あたり 30分（プレゼンテーション 20分、質疑応答 10分）とする。 

審査結果は平成 28年 11月中旬までに書面により発送する。 

 

 

４－９ 評価項目 

 評価項目については下表のとおり。 

（１）一次審査  

評価項目 評価基準 配点 

事業者評価 

事業効率の状況 

経営の安定性 

資金力 

借入金の返済能力の有無 

産業廃棄物処分許可および収集運

搬許可等の有無 

15 

受託実績 ＰＣＢ汚染物分析・分解の受託実績 10 

実施体制 業務執行体制 30 



 4 

要員配置の妥当性・資格の有無  

スケジュールの妥当性 

作業スペースの構築  

苦情・事故等の対応 

提案内容 

業務内容の理解度 

提案内容の的確性 

提案内容の具体性 

（ＰＣＢ汚染物の分析・解体方法）  

等 

30 

区内事業者 区内に本店を有する 5 

法令遵守 関係法令等の理解 5 

その他 
情報の保護・管理 

社会貢献・地域貢献 等 

5 

合計 
 

100 

  

（２）二次審査 

評価項目 評価基準 配点 

事業者評価 

事業効率の状況 

経営の安定性 

資金力 

借入金の返済能力の有無 

 産業廃棄物処分許可および収集

運搬許可等の有無 

30 

受託実績 ＰＣＢ汚染物分析・分解の受託実績 20 

実施体制 

業務執行体制 

要員配置の妥当性・資格の有無 

スケジュールの妥当性 

作業スペースの構築  

苦情・事故等の対応  

55 

提案内容 

業務内容の理解度 

提案内容の的確性 

提案内容の具体性 

（ＰＣＢ汚染物の分析・解体方法） 

等 

50 

区内事業者 区内に本店を有する 10 

法令遵守 関係法令等の理解 10 

見積価格 見積価格の妥当性 10 
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プレゼンテーション 説明、受け答えの適格性・説得力 10 

その他 
情報の保護・管理 

社会貢献・地域貢献 等 

5 

合計 
 

200 

 

５ 受託候補者との協議 

受託候補者と日本財団との協議により、委託業務の詳細な内容を決定する。 

受託候補者が本件の契約を辞退した場合および契約締結前に、東京都から指名停止を受ける

など欠格事項に該当した場合、または虚偽の提案を行ったことが判明した場合、当該事業者を

失格とし、審査結果が次順位のものを新たに受託候補者として選定することができる。 

 

６ 一括再委託の禁止 

受託者は委託業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。また、委託業務の一 

部を第三者に再委託しようとするときは、あらかじめ日本財団の承諾を得なければならない。 

 

７ その他事項 

(1) 提出書類の作成および提出等、企画提案に係る費用は提案者の負担とする。 

(2) 提出された書類は返却しない。日本財団の所定の保存年限経過後に廃棄する。 

(3) 審査書類提出から契約締結までの間に欠格事項に該当することとなった場合は、その時点

で失格とする。 

(4) 提出された提案書等の書類に虚偽の記載をした場合は、無効の扱いとする。 

(5) 提出された提案書等の書類に記載すべき事項の全部または一部が記載されていないものは、

無効の扱いとする。 

(6) 提案書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とする。 

(7) 本件にかかる予算が成立しない場合、日本財団は契約を締結しないまたは解除することが

できる。なお、これに伴う提案者の損失について、日本財団は損害賠償の責を負わないもの

とする。  

 

 

８ 問合せ先・担当 

  日本財団 経理部 財務チーム 相澤・木月   

  〒107-8404 港区赤坂１丁目２番２号 

  電話   03-6229-5111 

  ＦＡＸ    03-6229-5110 


